
役 員 報 酬 規 程

（目的）

第1条 この規定は、社団法人日本自動車整備振興会連合会（以下「会」とい

う ）定款１７条の規定に基づき、常勤の役員（以下「役員」という ）の報。 。

酬に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

（役員報酬）

第２条 役員の報酬は、本俸、賞与及び通勤手当とする。

（報酬の支払）

第３条 役員の報酬は「職員給与規程」に定める支給日に支給する。

２ 所得税、社会保険料等の控除及び本人からあった積立金等は、毎月の報

酬から控除して支払うものとする。

（本俸）

第４条 本俸は次の各号に掲げる役員に対して、国家公務員の「一般職の職員

の給与に関する法律（昭和２５年法律９５号 」に定める指定職俸給表職員）

が受ける俸給月額を基準として、それぞれ当該各号に定める範囲で支給する。

１．専務理事 指定俸給表５号から７号

２．常務理事 指定俸給表３号から５号

３．理 事 指定俸給表１号から３号

（賞与及び通勤手当）

第５条 役員の賞与及び通勤手当は、会の「職員給与規程」に準じて支給する。

（新たに役員になった者の報酬）

新たに役員に就任したときは、その日から日割計算で報酬を支給する第６条

ものとする。

（役員でなくなった者の報酬）

第７条 役員が退任、解任又は死亡により役員でなくなったときは、その日ま

での報酬は、日割計算で報酬を支給するものとする。

（報酬の日割計算）

第８条 前２条により俸給を支給する場合の日割計算は、第３条に規定する月

額報酬額を当該月の休日以外の日数で除して得た額とする。

（端数処理）

第９条 報酬の支給額に１円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるも

のとする。

附 則

この規程は、平成１６年４月１日から実施する。



附 則

この規程の一部改正は、平成１８年４月１日から実施する。


